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災
害
時
要
援
護
者
の
登
録
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

　

鏡
野
町
で
は
、
大
規
模
な
災
害
に
際
し
、
自
力
で
は
避
難
行
動
が
困
難
な
町
民
の

皆
さ
ん
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
て
、
避

難
支
援
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
の
作
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。

【
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
登
録
の
対
象
と
な
る
方
】

　

１
．
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
及
び
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

　

２
．
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
１
級
又
は
２
級
で
あ
る
方

　

３
．
知
的
障
害
者
の
う
ち
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
Ａ
判
定
で
あ
る
方

　

４
．
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
１
級
で
あ
る
方

　

５
．
介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
状
態
区
分
が
３
〜
５
で
あ
る
方

　

６
．
認
知
症
高
齢
者

　

７
．
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
難
病
患
者
、
そ
の
他
町
長
が
必

要
と
認
め
る
方

【
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
の
作
成
方
法
】

○「
鏡
野
町
災
害
時
要
援
護
者
登
録
申
請
書
」
用
紙
は
、
福
祉
課
及
び
各
振
興
セ
ン

タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

○
こ
の
台
帳
は
、
対
象
と
な
る
皆
さ
ん
に「
鏡
野
町
災
害
時
要
援
護
者
登
録
申
請
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
鏡
野
町
役
場
福
祉
課
へ
お
届
け
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
作
成
し
ま
す
。

○
記
入
い
た
だ
い
た
申
請
書
は
同
意
欄
に
記
名
押
印
し
て
、
鏡
野
町
役
場
福
祉
課
及

び
各
振
興
セ
ン
タ
ー
地
域
振
興
課
へ
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
ご
持
参
で
き
な
い
場
合

は
、
郵
送
ま
た
は
民
生
児
童
委
員
さ
ん
等
へ
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

鏡
野
町
で
は
、
３
月
11
日
に
東
北
・
三
陸
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
被
災
者
に
対

す
る
救
援
活
動
等
を
支
援
す
る
た
め
に
、
義
援
金
の
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

３
月
14
日
か
ら
３
月
31
日
の
期
間
に
お
い
て
、
６
，４
２
５
，２
９
１
円
の
義
援
金

が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
皆
様
の
暖
か
い
お
気
持
ち
の
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た
義
援
金
を
日
本
赤
十
字

社
岡
山
県
支
部
に
お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

引
き
続
き
義
援
金
の
募
集
を
左
記
の
と
お
り
行
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
救
援
物
資
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
４
月
28
日
を
も
っ
て
受
付
を
終
了
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
３
月
14
日（
月
）〜
平
成
23
年
９
月
30
日（
金
）

「
東
日
本
大
震
災
」に
係
る

　
　
　
　
　
　

義
援
金
に
つ
い
て

「
東
日
本
大
震
災
」に
係
る

　
　
　
　
　
　

義
援
金
に
つ
い
て

受
付
期
間

　

鏡
野
町
役
場
本
庁
舎
・
各
振
興
セ
ン
タ
ー
・
各
公
民
館

受
付
場
所

　

義
援
金
箱
へ
の
募
金

受
付
方
法
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お
問
い
合
せ
先

　

日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
被
災
者
支
援
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ

の

他


